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「医療費あと払いサービス」最新情報をまとめてお届けします！

2026年６月号

平日 午前９時～午後６時まで

各地の導入医療機関情報など、旬の情報をお知らせする情報誌

お問合せ・資料請求は
こちらまで

Tel：03-3237-3039
平日 午前９時～午後６時まで

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ

医療費あと払い で検索

New！ ６月の新規導入医療機関

薬局 あかしあ薬局様（群馬）

６月の導入医療機関様・薬局様のご紹介

訪問歯科にて
当社「医療費あと払い」サービス導入！

薬局部門でも新たに「医療費あと払い」サービスが開始

となります。

薬局では新たに1店舗で追加導入！

「医療費あと払い」サービスは、サービス導入後の満足

度が高く、既存店舗の実績を評価いただき多店舗展開

（追加導入）へと至るケースが多いのも、本サービスな

らではの大きな特徴です。

2026年に入り「同業者からの紹介」や「グループ内での追加契約」による「医療費あと払い」サービスの導入が増えて
います。「医療費あと払い」サービスを導入している既存の医療機関様・薬局様からは「事務の負担が軽減された」
「システムが使いやすい」といった声を多くいただいており、同業者へ紹介したいと思える価値を提供できたことが、
紹介や追加契約に繋がっていると考えます。

当社ホームページの導入事例に掲載している医療機関様や薬局様も増え、「医療費あと払いについて詳しく知りたい」
「導入を前提に話を聞きたい」といったお問い合わせも多くなっていますので、ぜひ当社ホームページをご覧ください。

また「事務負担を減らしたい」「外来の会計待ち時間を減らしたい」「在宅診療の集金を楽にしたい」「未収金を減ら
したい」とお悩みの医療機関様・薬局様は、ぜひ当社までお問い合わせください！

今月は、株式会社明翔メディカル様の「あかしあ薬局」

で追加の導入となりました。

ｸﾘﾆｯｸ おの歯科医院様（岡山）

今月は訪問歯科を行うクリニック様で、当社の「医療費

あと払い」サービスの新規導入がありました。

ご紹介や追加契約で
「医療費あと払い」サービス導入が増加！

「医療費あと払い」は単なる収納代行ではありません。

書類不備や督促は当社が代行し「安心感」をお届けします。

岡山県赤磐市にある「おの歯科医院」様は、既に当社の

「医療費あと払い」サービスを導入している関連の歯科

クリニック様から紹介があり、今回「医療費あと払い」

サービスを導入していただきました。

未収金発生リスクを軽減することができ、請求業務がシ

ンプルで分かりやすく、関連の歯科クリニック様でも業

務効率化につながっている点を評価いただきました。
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03-3237-3039 https://mdcom.jp/ 検索医療費あと払い

お問い合わせはこちらまで

株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ

導入医療機関インタビュー【在宅クリニック】

当院は2007年に東京の文京区で開業しました在宅医療専門のクリニックです。開業当初は銀行振込や現金による集金

でしたが、入金処理が煩雑で、未収時の督促もクリニックの職員が行っていたため、改善の余地があると感じていまし

た。また、患者様のご家族からも、銀行振込は手間がかかるため、自動的に支払いができる口座振替の要望が多くあり

ました。

そんな中、複数の口座振替サービスを調べたところ、医療専門で口座振替を行っているメディカルファイナンステクノ

ロジーズ（以下、MFT社）の「医療費あと払い」サービスに出会いました。MFT社からの提案を受け、口座振替申込

書の不備時（印鑑相違等）の対応、未収時の対応などMFT社が代行してくれることから、2015年から10年以上に渡っ

てMFT社の「医療費あと払い」サービスを利用しています。

実際に現金回収や振込時の事務作業が大きく減り、本来の業務（医療提供）に集中できるようになりました。サービス

の利用方法で疑問が生じた場合も、MFT社のサポート体制が充実しているのですぐに解決でき非常に助かっています。

今後も患者様やご家族の「住み慣れた家で過ごしたい」というご希望に添えるよう医療体制の充実、環境整備に取り組

んでゆく所存です。

コーラルクリニック様（東京都）

2015年より「医療費あと払い」サービスを長年にわたりご利用いただいているコーラルクリニック様。

長年ご利用いただいている理由や導入効果まで、詳しくお話を伺いました。

当社の「医療費あと払い」サービスは、口座振替の際に引き落としができなくても、事前にご請求いただいた自己負担
分については当社から医療機関様へ「立替払い」をしているため、未収金対策としてもご活用いただけます。
実際、他社サービスから当社の「医療費あと払い」サービスへ切り替えるきっかけとして、「書類不備時の対応や未収
時の督促代行」「シンプルなシステム操作」による業務負担の軽減を挙げる医療機関様・薬局様が増えています。

患者様申込書の不備の対応や未収金発生時の督促についても当社が代行しているため、業務の負担が軽減でき、本来の
業務に集中することができます。当社からの立替払いにより資金繰りが安定し、督促・請求業務の負担が軽減できるこ
とから、長期でご利用いただいている医療機関様・薬局様が多いことも当社「医療費あと払い」サービスの特徴です。

事実、他社の口座振替サービスから当社の「医療費あと払い」サービスへ切り替えていただく事例は多数ありますが、
反対に、当社の「医療費あと払い」サービスから他社の口座振替サービスに切り替える事例は非常に少数です。

在宅診療で「医療費あと払い」を利用している医療機関様のインタビュー記事を掲載予定です。
お楽しみに！

【次号予告】

立替払いで
未収リスク軽減

書類不備時の対応や
未収時の督促も
当社が代行

安価なコストで
スピーディに導入可能

システム操作も
非常にシンプル

在宅診療で「医療費あと払い」サービスが選ばれ、長く利用され続ける理由
他社サービスからの切り替え事例も多数あり
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